
法人課税・ファンド税制 

国際課税・消費課税 

個人所得課税・資産課税・その他今後の検討課題 

令和 8 年度税制改正大綱の詳解 統合版はこちらでご覧ください。 
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はじめに 

2025(R7)年 12 月 19 日、与党より令和 8 年度税制改正大綱（以下「大綱」）が公表され、12 月 26 日に閣議決定され

た。 

本ニュースレター「令和 8 年度税制改正の詳解」では、大綱の項目のうち、法人に関する分野（国際課税・消費課税）を中

心に、図解等を用いて詳しく解説する。 

なお、以下の内容は大綱に基づくものであり、実際の適用に当たっては、2026(R8)年 3 月までに成立が見込まれる関連法

令等を確認する必要がある点に、留意されたい。 

 

 

 

  

https://www.deloitte.com/content/dam/assets-zone1/jp/ja/docs/services/tax/2026/jp-tax-finance-japan-tax-newsletter-long20260122.pdf
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国際課税 

1. グローバル・ミニマム課税への対応 

OECD により発出されたガイダンスの内容等を踏まえ、制度の明確化等の観点から各対象会計年度の国際最低課税額に

対する法人税について、所要の見直しが行われる。なお、国際課税システムの安定化等を目的とした、グローバル・ミニマム課

税と米国をはじめとする一定の要件を満たす国の税制との共存等に係る国際的な議論が継続している状況にあり、近く国際

合意に至る場合には当該合意に則り見直しが検討される等、議論の状況を踏まえて今後対応が検討される。 

今回の見直しは、2025(R7)年 1 月 15 日に、OECD／G20 の BEPS に関する包摂的枠組み（以下「BEPS 包摂的枠組

み」）により公表された、モデルルール第 9.1 条に関し、政府により付与されたタックス・ベネフィットから生じた繰延税金資産の

取扱いに関する執行ガイダンスを踏まえたものであると考えられる。 

また、2026(R8)年 1 月 5 日に、BEPS 包摂的枠組みより Side-by-Side Package が公表され、制度の簡素化等を含む一

定の見直しを行うこととされている。Side-by-Side Package は、本邦において令和 8 年度税制改正法案に盛り込まれる可

能性があり、留意が必要である。 

(1) 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等の見直し 

◼ 移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における調

整後対象租税額の計算については、次に掲げる繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとされる。 

➢ 国又は地方公共団体との間で締結された税額控除等に係る取決め（その税額控除等の額に係る繰延税金資産

を増加させるために 2021(R3)年 12 月 1 日以後に締結されたものに限る）があることその他これに準ずる事由により

生じた繰延税金資産 

➢ 法人税に相当する税に関するわが国以外の国又は地域における法令（2021(R3)年 12 月 1 日から移行対象会計

年度開始の日の前日までの間に制定されたものに限る）において、資産又は負債の金額が時価により評価されること

により計上された繰延税金資産又は繰延税金負債 

◼ その他所要の措置が講じられる。 

 

2. 外国子会社合算税制等の見直し 

清算中の外国子会社の清算過程で生じた所得が合算課税の対象となるなど、租税回避と関係しないケースも合算課税の

対象となっていることや、「第 2 の柱」の実施により対象企業に追加的な事務負担が生じること等を踏まえ、内国法人の外国

関係会社に係る所得の課税の特例（以下「外国子会社合算税制」）等について、次のとおり、2026(R8)年度税制改正に

おいても引き続き見直しが行われるとともに、2027(R9)以降の税制改正においても必要な見直しの検討が行われる。 

(1) 解散した部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等に係る特例の創設 

解散した部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等について、次の 2)の特例が創設されるとともに、現行の解散した

外国金融子会社等に係る特例は廃止される。 

これは、現地撤退時の解散手続の中で生じる資産処分や債務免除益等について行き過ぎた合算課税が生じているとの指

摘に対応したものと考えられる。 

現行制度では、清算中の外国関係会社について、清算前は事業を行い経済実体を有していたにもかかわらず、清算過程で

経済実体を失ったことにより経済活動基準を充足することができなくなったケースについても、清算事業年度に生じたあらゆる

所得が全部合算の対象となってしまうという問題が指摘されていた。 

改正案では、解散した部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等のうち一定のものについては、清算中の一定期間、

清算開始前の経済実体を引き続き有するものとみなして外国子会社合算税制を適用することとされている。また、清算過程

で債務免除益等が発生した場合についての部分合算課税を限定する措置が講じられている。  



 

3 

 

1) 用語の意義 

用語 意義 

清算部分対象外国

関係会社 

解散した外国関係会社のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前 2 年以内に開始し

た事業年度のいずれにおいても部分対象外国関係会社に該当していたもの 

清算外国金融子会

社等 

解散した外国関係会社のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前 1 年以内に開始し

た事業年度のいずれにおいても外国金融子会社等に該当していたもの 

特例清算事業年度 
外国関係会社（清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等）の解散により

最初に部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等に該当しないこととなった事業年度終

了の日から原則として同日以後 3 年を経過した日までの期間内の日を含む事業年度 

 

【特例清算事業年度イメージ】（部分対象外国関係会社の場合） 

 

2) 特例の内容 

項目 内容 

①部分対象外国関

係会社（外国金融

子会社等）とみなす

特例 

外国関係会社が清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等に該当する場合

には、特例清算事業年度については、(ⅰ)清算部分対象外国関係会社は部分対象外国関

係会社と、(ⅱ)清算外国金融子会社等は外国金融子会社等とそれぞれみなして、外国子会

社合算税制を適用する。 

②異常所得の金額の

計算の特例 

外国関係会社が清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等に該当する場合

における特例清算事業年度については、部分合算課税の対象所得である異常所得の金額の

計算において控除することとされる金額の計算の基礎となる総資産の額、人件費の額及び減

価償却累計額は、その解散により最初に部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等に

該当しないこととなった事業年度の前事業年度に係るこれらの金額とする。 

③異常な水準の資本

に係る所得の金額の

特例 

外国関係会社が清算外国金融子会社等に該当する場合における特例清算事業年度につい

ては、部分合算課税の対象所得である異常な水準にある資本に係る所得の金額はないものと

して金融子会社等部分適用対象金額の計算を行う。 

④書類不提出の場

合の特例不適用

（推定） 

国税当局の当該職員が内国法人にその外国関係会社が清算部分対象外国関係会社若しく

は清算外国金融子会社等のいずれかに該当すること又はその外国関係会社の事業年度が特

例清算事業年度に該当することを明らかにする書類等の提出等を求めた場合において、期限ま

でにその提出等がないときは、上記①の適用については、(ⅰ)その外国関係会社は清算部分対

象外国関係会社又は清算外国金融子会社等に、(ⅱ)その事業年度は特例清算事業年度

に、それぞれ該当しないものと推定する。 

(2) ペーパー・カンパニー特例に係る資産割合要件の見直し 

外国子会社合算税制におけるペーパー・カンパニー特例については、その適用要件の一つに、「資産割合要件」がある。外国

関係会社の総資産の額が零の場合には、当該要件を充足しないことになるのではないかという疑義が生じており、資産を持

たない設立直後等の外国子会社が、合算課税の対象となってしまうという問題が指摘されていた。改正案では、ペーパー・カン

パニー特例に係る資産割合要件について、外国関係会社の事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資

産の額が零である場合には、その外国関係会社に係るその事業年度に係る資産割合要件の判定が不要とされている。 
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(3) 複数税率の場合の特例の見直し 

外国関係会社の本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合に最高税率を用いて租税負担割

合を計算することができる特例について、その最高税率が適用されることが通常見込まれないこと、その最高税率が適用され

る所得の額の区分が適用される所得の金額が極めて限定されていることその他の事情により本特例を適用することが著しく不

適当であると認められる場合には、本特例が適用できないことになる。 

(4) 関連制度の見直し 

居住者に係る外国子会社合算税制及び特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例

等の関連制度につき、上記(1)から(3)までと同様の見直しが行われる。 

(5) 適用関係 

上記の改正は、外国関係会社の 2026(R8)年 4 月 1 日以後に開始する事業年度について適用される。 

(6) 地方税 

個人住民税、法人住民税及び事業税について、外国子会社合算税制等の見直しに関する国税の取扱いに準じて所要の

措置が講じられる。 

 

消費課税 

1. 国境を越えた電子商取引に係る課税の見直し 

(1) 課税の対象の見直し 

近年、物品販売に係る国境を越えた電子商取引の市場が拡大する中、1 万円以下の少額輸入貨物に対する輸入消費税

の免税制度による国内事業者との競争上の不均衡、及び国外事業者による無申告といった課題が顕在化している。こうし

た課題に対し、諸外国と同様、少額輸入貨物に対する免税制度の対象となる取引について、その販売者に消費税の納税

義務を課す制度が導入されるとともに、下記(2)プラットフォーム事業者に物品販売に係る納税義務を転換する制度が導入さ

れることで、国内外の事業者間の競争条件の公平性と適正な課税の確保が図られる。 

1) 課税の対象 

通信販売の方法により国内以外の地域から国内に宛てて発送される資産（一の資産の対価の額が 1 万円（税抜き）以

下であるものに限る）の譲渡（以下「特定少額資産の譲渡」（仮称））について、資産の譲渡等に係る消費税の課税の

対象とされ、その販売者に消費税の納税義務が課される。 

（注）簡易課税制度における仕入控除税額の計算の基礎となる課税資産の譲渡等の範囲から特定少額資産の譲渡に

該当するものは除外される。 

2) 輸入消費税が課税されないための措置（販売時課税と輸入消費税との二重課税の防止措置） 

下記(3)1）の登録を受けた事業者（以下「特定少額資産販売事業者」（仮称））が行った特定少額資産の譲渡に係る

課税貨物（次に掲げる事項がその課税貨物の輸入申告書等に付記されているものに限る。）の保税地域からの引取りにつ

いては、輸入に係る消費税が課税されないための措置が講じられる。 

イ その課税貨物に係る特定少額資産の譲渡を行った特定少額資産販売事業者の登録番号 

ロ その課税貨物が特定少額資産の譲渡に係るものである旨 

（注）特定少額資産の譲渡に係る課税貨物が郵便物として輸入される場合には、上記の輸入申告書等に代えて、郵便

に関する条約に基づき、差出人がその課税貨物に貼り付け、又は添付した税関告知書に上記イ及び口に掲げる事

項が付記されているものが上記の対象とされる。 

3) 販売時課税に対応する輸入消費税の仕入税額控除 

事業者（免税事業者を除く）が特定少額資産の譲渡を行った場合において、その特定少額資産の譲渡に係る課税貨物

に輸入に係る消費税が課されたときは、その課税貨物に係る輸入許可書等の保存を要件として、その課税期間における課

税標準額に対する消費税額からその特定少額資産の譲渡に係る消費税額が控除される。 
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(2) 物品販売に係るプラットフォーム課税の導入 

プラットフォームを介し国内倉庫から発送される物品販売に係る課税売上につき、国外事業者の消費税無申告への対処や、

上記(1)の特定少額資産の譲渡に係る適正課税の確保の観点から、これらの取引を仲介するプラットフォーム事業者に納税

義務を転換するプラットフォーム課税が導入される。 

1) プラットフォーム事業者への納税義務の転換 

デジタルプラットフォームを介して行う次に掲げる資産の譲渡のうち、下記 2）の指定を受けたプラットフォーム事業者（以

下「第 2 種プラットフォーム事業者」（仮称））を介してその対価を収受するものについては、第 2 種プラットフォーム事業者

が行ったものとみなされ、そのプラットフォーム事業者に消費税の納税義務が課される。 

イ 国外事業者が国内において行う資産の譲渡（これに付随して行われる資産の譲渡等を含むものとされ、特定少額資

産の譲渡に該当するものが除かれる） 

ロ 事業者が行う特定少額資産の譲渡 

（注）上記 1）の見直しに伴い、電気通信利用役務の提供に係る特定プラットフォーム事業者の名称は「第 1 種プラットフ

ォーム事業者」（仮称）とされる。 

2) 第 2 種プラットフォーム事業者の指定 

プラットフォーム事業者のその課税期間において上記 1）イ及び口に掲げる資産の譲渡に係る対価の額の合計額が 50

億円（税込み）を超える場合には、そのプラットフォーム事業者に国税庁長官への届出義務が課されるとともに、国税

庁長官はそのプラットフォーム事業者を第 2 種プラットフォーム事業者として指定する。 

3) 仕入税額控除の適用 

第 2 種プラットフォーム事業者は、上記 1）イの国外事業者が国内において行った課税仕入れ及びその国外事業者が行

った課税貨物の保税地域からの引取りのうち、プラットフォーム課税の適用を受ける上記 1）イに掲げる資産の譲渡にのみ要

するものを、あらかじめその国外事業者の承諾を得て、その第 2 種プラットフォーム事業者が行ったものとみなして、仕入税額

控除を適用することが可能となる。 

（注）上記の適用を受ける場合には、確定申告書に添付することとされている明細書に上記の仕入税額控除の明細

を記載するものとされる。 

(3) 特定少額資産販売事業者登録制度の創設 

特定少額資産販売事業者は、上記(1)の制度導入により、特定少額資産の譲渡について原則として所轄税務署に申告納

税を行う必要があるが、その課税対象となった特定少額資産のうち一定の貨物については、消費者を納税義務者として輸入

時に消費税が課税され、二重課税となることが想定される。そこで、特定少額資産販売事業者の登録制度が創設され、そ

の登録番号を輸入時に申告することにより、輸入時の二重課税が防止される。 

1) 特定少額資産販売事業者の登録 

「特定少額資産販売事業者」とは、特定少額資産の譲渡を行う事業者（免税事業者を除く）であって、納税地を所轄す

る税務署長に申請書を提出し、税務署長の登録を受けた事業者をいう。 

（*1）特定国外事業者（事務所、事業所等を国内に有しない国外事業者をいう）が上記の登録を受ける場合にあって

は、消費税に関する税務代理人があること等が要件に加えられる。 

2) 特定少額資産販売事業者の登録の取消し 

特定少額資産販売事業者が、登録の取消しを求める届出書を納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その登

録を取り消すことができる。 

3) 事業者免税点制度との適用関係 

上記 1）の登録を受けた日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、上記 2）の登録の取消しを求め

る届出書の提出が行われない限り、事業者免税点制度は、適用されない。 

4) 特定少額資産販売事業者の義務 

特定少額資産販売事業者は、特定少額資産の譲渡を行った場合には、その発送に係る仕入書等に次に掲げる事項を

記載し、かつ、その特定少額資産の譲渡に係る資産を輸入しようとする者又はその者の関税法の規定に基づく輸入の申

告を代理する通関業者に対し、その事項を通知しなければならない。 

◼ その特定少額資産販売事業者の登録番号 

◼ その特定少額資産の譲渡に係る資産に該当する旨 
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5) 特定少額資産の譲渡に係る仕入書等類似書類の交付等の禁止 

◼ 特定少額資産販売事業者が行う特定少額資産の譲渡に係る資産以外の資産について、特定少額資産販売事業

者により特定少額資産の譲渡として行われたものであると誤認されるおそれのある仕入書等をその資産を輸入しよう

とする者及びその者の関税法の規定に基づく輸入の申告を代理する通関業者（以下「輸入者等」）に交付し、又は

上記 4）掲げる登録番号若しくはその登録番号と誤認されるおそれのある番号及びその特定少額資産の譲渡に係

る資産に該当する旨を輸入者等に通知すること（以下「輸入者等への交付等」）は禁止される。 

◼ 上記の輸入者等への交付等に関する調査に係る質問検査権の規定が整備される。 

(4) 適用関係 

(1)、(2)及び(3)は、2028(R10)年 4 月 1 日以後に国内おいて事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税地

域から引き取られる課税貨物について適用される。 

(5) その他 

特定少額資産販売事業者に係る事業者免税点制度の特例等、所定の経過措置、及び所要の措置が講じられる。 

 

2. 適格請求書等保存方式に係る経過措置の見直し 

(1) 適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置 

いわゆる 2 割特例の終了後は、簡易課税制度への移行が原則となるが、インボイス制度の定着に向けて事務負担への配慮

がより必要と考えられる個人事業者については、課税事業者を選択してインボイス発行事業者になっている場合には、これま

で 2 割特例の対象となっている個人事業者も含め、その納税額を売上税額の 3 割とすることができる経過措置が 2 年に限

り講じられる。 

1) 個人事業者に対する 3 割特例の経過措置 

個人事業者である適格請求書発行事業者の 2027(R9)年及び 2028(R10)年に含まれる各課税期間（免税事業者が適

格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられ

ないこととなる課税期間に限る）については、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、そ

の課税標準額に対する消費税額に 7 割を乗じた額とすることにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の 3 割

とすることが可能となる。 

なお、法人は本改正の対象とならないため、2026(R8)年 9 月 30 日を含む課税期間をもって、2 割特例の適用は終了とな

り、3 割特例は適用されない。 

 現行 改正案 

2026(R8)年 2 割特例 2 割特例 

2027(R9)年 簡易課税（選択可） 3 割特例 

2028(R10)年 簡易課税（選択可） 3 割特例 

2029(R11)年 簡易課税（選択可） 簡易課税（選択可） 

2) 適用要件 

適格請求書発行事業者が上記 1) の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記する必要がある。 

3) 経過措置終了後の課税期間 

上記 1) の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限まで

に、その翌課税期間について簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、そ

の翌課税期間から簡易課税制度の適用が認められる。 

（注）現行の適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用を受けた適格請求

書発行事業者についても上記と同様の措置が講じられることとされ、2026(R8)年 10 月 1 日以後に終了する課税

期間から本措置を適用できる。 
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(2) 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置 

1) 仕入税額控除が可能となる割合の変更 

インボイス制度の影響を受ける小規模な国内事業者への配慮として更なる激変緩和を図る観点からの見直しとして、適格

請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る仕入税額控除が可能となる割合及び期間が、次に掲げる期間の区

分に応じ、それぞれ次に定める割合とされる。 

   仕入税額控除が可能な割合 

   現行 改正案 

2023(R5)/10/1 ～ 2026(R8)/9/30 80％ 80％ 

2026(R8)/10/1 ～ 2027(R9)/9/30 50％ 70％ 

2027(R9)/10/1 ～ 2028(R10)/9/30 50％ 70％ 

2028(R10)/10/1 ～ 2029(R11)/9/30 50％ 50％ 

2029(R11)/10/1 ～ 2030(R12)/9/30 0％ 50％ 

2030(R12)/10/1 ～ 2031(R13)/9/30 0％ 30％ 

 

2) 同一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れ額の合計額の限度額の変更 

本経過措置が租税回避等にも利用されていることを踏まえ、その防止を図る観点からの見直しとして、同一の適格請求書発

行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額が下記を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本

経過措置の適用は認められない。 

 現行 改正案 

課税仕入れの額の合計額（その年又はその事業年度） 10 億円 1 億円 

（注）上記の改正は、2026(R8)年 10 月 1 日以後に開始する課税期間から適用される。 

 

3. その他 

(1) 暗号資産に係る課税関係の見直し 

金融商品取引法等の改正を前提に、次の措置が講じられる。 

◼ 暗号資産の譲渡を有価証券に類するもの（現行：支払手段に類するもの）の譲渡として、引き続き消費税は非課

税とされる。 

◼ 消費税の課税売上割合の計算上、暗号資産の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の 5％相当額が資産の譲

渡等の対価の額（分母）に算入される。 

◼ 暗号資産の貸付けについて消費税は非課税とされるほか、所要の措置が講じられる。 

（注）上記の改正は、金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の 1 月 1 日以後に行われる暗号資産の

譲渡等について適用される。 

(2) 輸出取引の代金を現金等により受領したものに係る輸出免税証明書類の見直し 

輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けのうち、その輸出取引の代金を現金等により受領したものについては、消費税の

輸出免税の適用を受ける場合には、輸出したことを証する書類として、現行の証明書類に加えて、輸入国における輸入許可

書等（その電磁的記録を含む）を保存しなければならない。 

（注）上記の改正は、2026(R8)年 10 月 1 日以後に行われる資産の譲渡等について適用される。 
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(3) 国内に所在する不動産に関する役務提供等に対する課税の見直し 

国内に所在する不動産を非居住者が取得する事例が増加傾向にあることから、非居住者が国内に所在する不動産の売買

等を行う際に負担する仲介手数料等について、居住者との公平性の観点から以下の見直しが行われる。 

非居住者に対して行う国内に所在する不動産に係る役務の提供等について、消費税の輸出免税の適用対象から除外され

るほか、所要の措置が講じられる。 

（注）上記の改正は、2026(R8)年 10 月 1 日以後に行われる資産の譲渡等について適用される。ただし、同年 3 月 31
日までに締結した契約に基づき同年 10 月 1 日以後に資産の譲渡等を行った場合には、適用されない。 
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